
国立健康危機管理研究機構戸山本部キャンパス（西）売店等運営者の公募の公示 

 国立健康危機管理研究機構は、令和 8 年４月１日からの当機構戸山本部キャンパス（西）

内における入院患者、外来患者及び職員等（以下「患者等」という。）のための自動販売機

の設置・運営者（以下「業者」という。）を公募することとしますので、希望する者は次の

とおり企画書を提出願います。 

令和８年２月2６日 

国立健康危機管理研究機構 

理事長  國 土 典 宏 

１．事業概要  

（１）事 業 名 

国立健康危機管理研究機構戸山本部キャンパス（西）における自動販売機の設置・ 

運営事業 

（２）運営内容 

業者は、理事長が指定する機構の建物の一部を借り受け、当機構と協議のうえ運営

に必要な設備整備等を行い、患者等のための売店等の運営の全般を実施する。 

（３）運営（貸付）期間  

令和８年４月１日から４８か月（予定） 

２．参加資格、選定基準及び評価基準  

（１）企画書の提出者に要求される資格 

次に掲げる条件を全て満たしている者であること。 

① 自動販売機事業に係る良好な運営実績が３年以上あること。

② 法人等の財政状況、損益状況及び資金状況に問題がないこと。

③ 不正及び不誠実な行為がないこと。

（２）企画書を特定するための評価基準 

①企画書の提出者の能力

同種又は類似業務の実績 

②担当予定スタッフ

スタッフ数、当該業務に必要な能力及び業務経験

③売店等の各々の運営方針等

 運営方針・運営方法の妥当性、職員配置計画の妥当性、当該運営に対する取組 

意欲  

④運営者からの提案



  企画の適格性、企画の創造性、企画の現実性 

３．手 続 等  

（１）担当課・係 

〒１６２－８６５５ 東京都新宿区戸山１丁目２１番１号 

国立健康危機管理研究機構戸山本部キャンパス（西） 

危機管理・運営局事務総局財務経理部施設整備課 遠藤 

電 話 ０３－３２０２－７１８１（内線３７３１） 

e-mail：endo.m@jihs.go.jp

（２）説明書の交付期間及び場所 

  ①交付期間   令和 8 年２月２６日(木)から令和 8 年３月１３日(金)まで 

 ただし、行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１ 

号）第１条に規定する行政機関の休日は除く。  

  ②交付場所  （１）に同じ  

（３）参加希望者の登録期限、場所及び方法 

  ①登録期限  令和８年３月１３日（金） １７時００分 

  ②登録場所及び方法 （１）に同じ 別紙「応募申込書」を持参又は郵送 

 なお、郵送の場合も登録期限必着とする。 

（４）企画書の提出期限、場所及び方法  

  ①提出期限     令和３年３月１３日（金） １７時００分 

    ②提出場所及び方法  （１）に同じ   持参又は郵送  

なお、郵送の場合も登録期限必着とする。 

４．そ の 他  

（１）虚偽の内容が記載されている参加資格確認書類又は企画書は、無効  

（２）関連情報を入手するための窓口 ･････ 上記３（１）に同じ   

（３）質問等は文書にて３．（１）の担当までメールにて３月 1０日（火）まで（必着）に行

うこと。（様式任意） 

（４）その他詳細は、公募説明書による。 

以上 


